
令和８年５月８日

１　条例案件 　別紙のとおり

（１）

２　報告案件 １　知事の専決処分した岡山県税 ◎令和８年３月31日に公布された「地方税法等の一部

（１） 　　条例の一部を改正する条例に 　を改正する法律」において、令和８年４月１日から

　　ついて （１） 　施行される内容のものを含むことから、令和８年３

　月31日に専決処分したもの

（主な内容）

・個人県民税

　（１）寄附金税額控除及び住宅借入金等特別税額控

　　除の額の算定において、所得税の基礎控除の額の

　　引上げに伴う調整措置を講じる。

　（２）優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

　　た場合の長期譲渡所得に係る特例措置を３年延長

　　する。

・不動産取得税

　（１）免税点を次のとおり改める。

　　土地の取得

　　　　　　　　10万円　→　16万円

　　家屋の取得（建築に係るもの）

　　１戸につき　23万円　→　66万円

　　　　　　　（建築に係るもの以外）

　　１戸につき　12万円　→　34万円

　（２）一定の要件を満たす新築住宅用の土地に係る

　　減額措置について、土地取得後の住宅新築までの

　　経過年数の要件を緩和する特例措置等の適用期限

　　を５年延長する。

・軽油引取税

　　当分の間税率を廃止し、本則税率とする。

　　１キロリットルあたり

　　　　　　　32,100円　→　15,000円

・自動車税環境性能割

　　税目を廃止する。

・自動車税種別割

　（１）自動車税環境性能割の廃止に伴い、税目の名

　　称を「自動車税」に改める。

　（２）グリーン化特例（重課）を２年延長する。

　（３）グリーン化特例（軽課）を２年延長する。

・施行日

　令和８年４月１日から施行する。

令和８年５月岡山県議会臨時会提出予定案件

件　　　　名 内　　　　容
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３　そ の 他 地方自治法第180条第１項の規定に ◎道路管理瑕疵に係る事故の和解及び損害賠償額の決

よる専決処分事項について 　定について

３件

◎河川管理施設管理瑕疵に係る事故の和解及び損害賠

　償額の決定について

１１件

◎砂防指定地及び急傾斜地崩壊危険区域の管理瑕疵に

　係る事故の和解並びに損害賠償額の決定について

３件

◎港湾施設管理瑕疵に係る事故の和解及び損害賠償額

　の決定について

１件

件　　　　名

2,773,805円

内　　　　容

1,075,855円

8,031,611円

488,987円
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令和８年５月岡山県議会臨時会提案予定条例 

 

題　　名 提 案 課 概　　　　  　　　　　　　　　　  　要

  知事等の損害賠 人 事 課 　地方自治法等の一部改正に伴い、規定の整備を行うものである。

  償責任の一部免 都市計画課 【主な内容】

 責に関する条例 企 業 局 １　次の条例において引用する地方自治法の条項の移動のあった部分につ

 等の一部を改正 いて、規定の整備を行う。

 する条例 　(1) 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

 　(2) 岡山県流域下水道事業の設置等に関する条例

 　(3) 岡山県公営企業条例

 ２　その他規定の整備を行う。

（施行期日　令和８年９月24日）
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